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安倍首相の戦没者追悼式での式辞に国内外から批判
ｐ安倍首相が終戦の日（８月１５日）の戦没者追悼式での式辞でアジア諸国への加害の反省や不戦の誓いに触れなかった事や、靖国神社に玉串料を奉納した事、３閣僚が靖国神社を参拝した事に対して国外・国内で批判がでています。　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ国外では、韓国の朝鮮日報（１６日付電子版日本語版）が「（安倍首相は）日本がかつてアジア諸国を相手に行った加害の歴史や、これに対する反省は口にしなかった」と指摘し、「日本政治がここから抜け出せなければ、日本は北東アジアの未来をつくっていく共同の主役ではなく、混乱をもたらす国への道を歩むことになるだろう」と論じました。中国の京華時報は、安倍首相が「不戦」に触れなかったことについて「日本の加害者意識はますます薄れている」と警戒する専門家の声を紹介。中国共産党機関紙・人民日報は１面で、閣僚の靖国神社参拝は「被害国の国民感情を傷つけ、日本の国家イメージを損なった」と非難しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ国内では、北海道新聞が、「閣僚靖国参拝　戦争への反省はどこへ」と題した社説を掲げ、「閣僚の参拝を『心の問題で自由だ』として容認してきた首相の責任は重い」と指摘し、「閣僚の靖国参拝による日本への不信感を払拭しなければならない時に、逆に増幅させるかのような姿勢は理解に苦しむ。自らは参拝せず、玉串料奉納にとどめることで中韓に配慮したつもりなら認識が甘すぎる」「閣僚の参拝は侵略戦争の肯定と受け止められる」としました。東京新聞は、閣僚参拝をめぐり「国家の指導的立場にある者は、対立の火に油を注ぐのではなく、解決のための知恵を集めるのが役目のはずだ」と述べ、京都新聞も「戦争と植民地支配で日本が近隣諸国に与えた苦痛を思えば、アジアの人々が参拝に神経をとがらせる気持ちに政治家はもっと敏感になるべきではないか」と述べています。　　　　　　

ｐその他にも東北の河北新報、信州の信濃毎日新聞、中国新聞も安倍首相の姿勢に批判的な記事を載せています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　　　　　　
２０１３年９月「決算議会」スケジュール（予定）
請願・陳情の締め切りは８月２７日（火）です。
　８月２８日（水）　午前１０時　　各派代表者会議、議会運営委員会
　９月　４日（水）　午前１０時　　本会議開会（市長から議案上程、説明）
９月１０日（火）～１３日（金）
午前１０時  　本会議、議案質疑・一般質問（ケーブルテレビ中継）
９月１７日（火）―２０日（金）
午前１０時　　常任委員会・決算特別委員会分科会
総務政策、福祉安全（１７日、１９日）、教育経済、建設水道（１８日、２０日）
９月２４日（火）　午前１０時　　常任委員会・決算特別委員会分科会（予備日）
９月２５日（水）　午前１０時　　決算特別委員会全体会
１０月　１日（火）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、議決)閉会
教育経済委員会の視察報告（星野公平）

教育経済委員会では、「認定こども園について」「確かな学力の向上について」の２つをテーマに文部科学省幼児教育課と青梅市教育委員会を訪問し、聞き取り調査を行いました。

文部科学省幼児教育課では、「子ども・子育て３法」と「基本指針の概要」について内閣府、厚生労働省からもレクチャーを受けました。子育ても消費税増税を前提に施策を考えていることに納得がいきませんでした。幼保一元化による「認定こども園」はどの様なものになるのかいっこうに見えてきません。現在ある近隣市町の「認定こども園」の視察・調査の必要性を感じました。桑名市では就学前の再編計画を作成し、現在各地区で説明会を実施していますが、「桑名市子ども子育て会議」が作成する支援事業計画のなかで検証していく必要があのではないでしょうか。
青梅市教育委員会では、「青梅市教育推進プラン」の策定・改定の経緯、概要について説明を受けた後に、「学力の向上」の６つの項目の施策について詳細に話を聞きました。議会で学力向上を目指す決議をしたことには驚きました。ここに至った状況と議会の内容を知る必要があります。点数主義、家庭学習の推進には問題を感じました。「確かな学力」とは何なのかよくわかりません。議会の干渉、関与は何処まで及ぶのか。まずは、「くわなっ子育成方針」の内容の論議から始めていくべきではないでしょうか。
安倍自公政権の「暴走リスト」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、消費税の大増税について、安倍政権は、来年４月からの消費税増税について、今年４～６月期の経済指標が出そろう臨時国会前の９月にも判断するとしています。総額１３・５兆円という史上空前の大増税とのたたかいは、待ったなしの課題となっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、雇用の問題では、解雇が自由になる「限定正社員」の導入、残業代ゼロの「裁量労働」の拡大、労働者派遣法の改悪などについて、秋から審議会での議論を開始し、来年の通常国会への法案提出をねらっています。　　　　　　　　　　　　３、社会保障の問題では、生活保護の引き下げが強行され、さらなる法改悪がたくらまれるとともに、政府の社会保障制度改革国民会議が８月にとりまとめた最終報告書にそって、医療費の窓口負担増、年金支給額の削減と支給開始年齢の引き上げ、介護の要支援者の切り捨てと利用料のアップなど、手あたり次第の切り捨てが強行されようとしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４、原発の問題では、福島第１原発で放射能汚染水が海にどんどん漏れ出すという深刻な危機的事態が起こっているにもかかわらず、原発再稼働への暴走が始まっていることは許すわけにはまいりません。　　　　　　　　　　　　　　　　５、ＴＰＰ問題は、日本政府が交渉会合に公式に参加し、守秘義務の契約書に署名させられる一方、農産物の重要品目を関税撤廃の例外にすることを主張もしないなど、秘密のうちに売国的交渉がすすめられるもとで、重大なヤマ場を迎えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６、憲法の問題では、まずは集団的自衛権の行使をできるように政府解釈の変更をおこなうところから、憲法改悪への駒をすすめようという動きが、選挙後、急浮上しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７、米軍基地問題では、沖縄で米軍機の墜落事故が起こり、米軍基地との共存は不可能だということが目の前で実証されたにもかかわらず、政府は、県民の総意を踏みつけにして、オスプレイの配備、辺野古への新基地建設をゴリ押しする態度を変えておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこれらのすべてが国民多数の声に逆らうものです。国民多数が「ノー」といっているものをゴリ押しすることは民主主義の国で許されるものではありません。安倍内閣による空前の規模での暮らしと平和、民主主義を破壊する暴走を阻止するために、あらゆる分野で空前の規模での壮大な国民運動をおこしましょう。　　　　　　　　　　　　　ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ（日本共産党志位委員長の創立９１周年記念講演より）多くの施設で指定管理者募集中　　　　　　　　　　　ｐｐｐｐｐｐ――公共サービスの質は守られるのか――
現在、桑名市では４４の施設に指定管理者制度が導入されています。特に今年度は３３施設の指定期間が終わるために見直され、３３施設（新たに、陽だまりの丘複合施設・星川公園運動広場・播磨中央公園が増え、長島駅前駐車場が減り、総合運動公園・九華公園相撲場が統合されている）の指定管理者が公募されています。桑名市では公共サービスの民営化が大きく進んでおり、指定管理者制度のほかに、図書館のＰＦＩや市民病院の地方独立行政法人化などいい実験場にされています。

制度上の問題点として、公の施設がビジネスの道具（儲けの対象）にされたり、住民サービサスの低下、特定業者との癒着、雇用問題発生のおそれなどが考えられます。運用上においては、情報公開と住民参加の保障が求められています。

また、複数応募の場合の選考委員を誰がするのかも重要な問題です。

指定管理者制度：地方自治体が設置した公の施設を営利企業を含む外部の団体に管理運営させる制度。

ＰＦＩ（プライベート・ファイナンシャル・イニシアティブ）：民間の資金やノウハウを活用して公共サービスを提供する制度。

地方独立行政法人：「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業」のうち「地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの」で、「民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるもの」をになうこととし、それを「効率的かつ効果的に行わせることを目的として」地方公共団体が設立する法人。
星野の予定　｢土地区画整理事業｣と｢生活保護問題｣を勉強してきます。

①　８月２１日（水）夏の自治体議員研修セミナー（東京）　ＮＰＯ法人区画整理・再開発対策全国連絡会議の主催「土地区画整理事業―木曽から体系的にー」波多野憲男元四日市大学教授と事務局の遠藤哲人さんの話を聞いてきます。　②　８月２３日（金）、２４日（土）第５回生活保護問題議員研修会（名古屋）生活保護問題対策全国会議と全国公的扶助研究会の主催　初日は、講演３題（生活保護基準引き下げ問題、生活困窮者支援など）。２日目は、分科会と特別講座武田公子金沢大教授の「生活保護と地方財政」、最後のまとめは弁護士の尾藤廣喜代表です。
Ｎｏ．１９２　　　　２０１３年　８月　２２日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室
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日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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